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分が犯 罪 を実行 しよ うとす る時 には,そ の人々は決 して組織犯 罪者 の邪

魔 をしない こ とに な ります。 こ うした事 態がzア メ リカ とか アルゼ ンチ

ン とかの 国々 では世代 を越 えて踏襲 されてい ます。 イタ リアや ア メ リカ

での組 織犯罪の典 型 的な例 ではyボ スの い る人 的結合関係 が継承 され ま

す。 ア フ リカでは,こ うした例 はな く,よ くある組織犯 罪は特定 の対 象

に狙 い を絞 った単純 な ものなの です。

5.む す び に

犯 罪組 織 は,多 くの場 合,若 者 を 目標 と して 引 きず り込 み ます 。 そ こ

で,一 つ 教 訓 め い た こ と を申 します が,か の 高名 な イ ギ リス 人 シェ クス

ピア は,そ の 劇 作 の 一 つ の 中 で,言 って お ります。 「名 誉 と恥 は 人 々 の

中に あ る もの です が,そ れ な くして は容 易 に犯 罪 に染 って しま う」 の で

す。 これ は 東 南 ア ジア の 国か ら生 まれ た宗教 に も深 く関 わ る こ とで す。

私 はナ イ ジ ェ リア の 出 身 です が,日 本 とナ イ ジェ リア に もい くつ か の共

通 した文 化 的側 面 を観 察 す る こ とが で き ます 。 私 の名 前 は オ ビです が ,

日本 に も同 じ発 音 の 「帯 」 が あ ります(オ ビ博 士 は,ナ イ ジェ リアの民族

衣裳 を装 ってお られ たが,そ れは 日本 の和 服 に似 ていた)。

4 X251)



世界的視座から考える組織犯罪

よ うな 人 々が 汚 職 ・金 銭 授 受 の対 象 に な って い る とい う現 実 に起 因 して

お ります 。

3.ア フ リカの組 織犯 罪 の 特 質 と植 民 地 支 配 の歴 史

ア フ リカ の 組 織 犯 罪 に は,極 め て 特 有 な側 面 が あ ります 。 そ の 理 由

は,ア フ リカの全 て の 国 々 が,か つ て 一 度 は ヨー ロ ッパ の植 民地 に な っ

て い た とい う歴 史 的 事 実 に 由 来 し ます 。 第 二 次世 界 大 戦 後 これ らの

国 々 は ヨー ロ ッパ の宗 主 国か ら独 立 を要 求 しま した。 その独 立 時 に,旧

宗 主 国 の ヨー ロ ッパ の 国 々 は,ア フ リカの 国 々 に経 済 的 援 助 の約 束 を し

ま した。 それ は,ア フ リカの 国 々 が従 来 持 っ て い なか った商 品 につ い て

の もの で したが,そ の ヨー ロ ッパ か ら到 来 した業 者 が ア フ リカの 国 々 の

多方 面 に 賄賂 を贈 る とい う事 態 を招 い たの で す。 例 えば,自 動 車 道 路 の

建 設 とい うこ とに な る と,こ れ を地 元 企 業 が受 注 した いの です が,賄 賂

を受 領 した政 府 は ヨー ロ ッパ の 企 業 に 発 注 す る とい う現 象 が発 生 して い

る。 その政 府 その 官僚 や政 治 家 た ち は,ヨ ー ロ ッパ の企 業 か らの 多額 な

金 銭 に対 応 して,こ れ を ヨー ロ ッパ の銀 行 に振 り込 ませ るの です 。 その

結 果,ハ イウ ェ イ の建 設 費 は極 め て 高額 に な り ます が,実 際 に必 要 な費

用 は そ の半 分 位 で しか ない の で す。 しか しなが ら,こ う した組 織 犯 罪 に

対 抗 す る措 置 を とって い る国 が ア フ リカ に もい くつ か は あ ります。 例 え

ば,ナ イ ジ ェ リア ・ガー ナ ・ナ ミビア ・南 ア フ リカ等 で は,こ の よ うな

犯 罪 に関 与 した政 府 の高 官 や 政 治家 が 刑 罰 を受 け て 実 際 に 投獄 され る と

い う事 態 に な って い ます。

4.人 の支 配 と法 の 支配

組 織 犯 罪 につ い て,極 め て一 般 的 か つ 世 界 的 に 妥 当 す る こ とは,「 人

の 支 配 」 つ ま り 「法 に よ らな い支 配 」 で あ る とい うこ とです 。 それ は,

果 して どん な こ とで し ょ うか。 す な わ ち,予 め 政 府 の高 官 ・公務 員 ・警

察 官や 裁 判 官 な どに贈 賄 つ ま り汚職 の ため に金 を与 え て お く と,い ざ 自
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1ア フ リカの 組 織 犯 罪

一一・旧植 民地 と人の支配 ・法の支 配

Dr.QbiN.1.Ebbe,Prod.

(ニュー ヨー ク州 立大学)

1.は じ め に

私 は,オ ビ ・エ ッベ です 。 ア メ リカの ニ ュ ー ヨー ク州 立 大 学 の ブ ロ ッ

クポ ー ト ・キ ャ ンパ スか ら参 りま したが ,大 学 で は刑 事 司 法 論 と犯 罪学

の 講 座 を担 当 して い ます。 西 ア フ リカ の ナ イ ジ ェ リア で 生 まれ,1973

年 に大 学 に 入 る ため に ア メ リカ に渡 り,そ こ で 学 士 ・修 士 そ して1981

年 に博 士 の 学位 を取得 し ま した。

本 日の私 の 講 演 は,ア フ リカに お け る組 織 犯 罪 に つ いて です 。

2.組 織犯罪 の諸形態 と有害性

組織 犯罪 は,幾 人か の個 人が結集 して一定 の犯 罪 を行 うわけです が
,

その形 態は実 に 多様 です。例 えば,コ カイ ン ・マ リファナ な どの薬物 を

違法 に輸入 した り,自 動車 の盗取,ま た 自動車か らのガ ソ リンの抜 き取

り,ま た少女 を誘 拐 して売買 す る とい う手 口 もあ ります。 ア フ リカ で

は,そ の国々の主要 な産物 に応 じて犯 罪の形態 ・手 口 も実 に多様 なの で

す。

特 に企業犯 罪に関す る組織犯 罪は,非 常 に危 険な型の犯 罪 で して,ア

フ リカ各国の広範 な分野 に深刻 な影響 を及ぼ してお ります。現在 では,

各 国の市民 で企業犯罪の悪 い影響 を受 けて いない人 はあ りえない,と い

って も過 言ではあ りませ ん。 その理 由の一 つは,企 業犯 罪 で富 んだ者 は

税 金 を支払 わない とい う点に求め ちれ ます。何 よ りも重要 なの は,企 業

犯 罪は強 い政府 を決 して望 まない とい う点 です。企業組織犯 罪は,ま さ

に政府 自体 を支 配 しようとす るのです。例 えば,政 治家 ・公務 員等に対

す る贈賄 に よって,司 法手続全体 が無 力化 して しまうの です。 ア フ リカ

で企業組織犯 罪が非常 に 多 く見 られ るのは,こ うした政 治家 ・警察官 の
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